
 資料３  
公立大学法人神戸市看護大学の業務実績に関する評価方針（案） 

 
この方針は、公立大学法人神戸市看護大学評価委員会（以下｢評価委員会｣という。）が地方独立行政法

人法（以下「法」という）第 78 条の２に基づき、公立大学法人神戸市看護大学（以下｢法人｣という。）の

評価を実施するにあたっての基本的な考え方や評価方法等について定めるものである。 
 
１．評価の基本的な考え方 

(1) 評価は、教育研究の特性や運営の自主性・自律性に配慮して行うものとする。 
(2) 中期目標・中期計画の実施状況等を踏まえ、法人の業務運営等について多面的な観点から総合的に

評価を行い、改善すべき点等を明らかにし、評価を通じた法人の質的向上に資するものとする。 
(3) 中期目標・中期計画の見直しが必要と考えられる場合には、法人の意見を踏まえつつ、その見直しに

ついて必要な意見を述べるものとする。 
(4) 評価を通じて、法人の中期目標・中期計画の達成に向けた取組状況やその成果をわかりやすく示し、

市民への説明責任を果たすものとする。 
(5) 働き方改革を念頭に置き、業務プロセスなど評価に関する作業を、法人の過重な負担にならないよ

う、効率的に遂行するものとする。 
 
２．年度評価の実施方法 

(1) 評価は、｢項目別評価（大項目評価・小項目評価）｣と｢全体評価｣により行う。ただし、法人の自己評

価は項目別評価のみを行う。 
(2) 項目別評価は、下記の基準により S～C の４段階で行う。 

S 中期計画の達成に向け特筆すべき進捗状況である 
A 中期計画の達成に向け順調に進捗している 
B 中期計画の達成に向けやや遅れている 
C 中期計画の達成に向け大幅に遅れている 

 
 法人による自己評価  

各事業年度終了後に評価委員会に提出する業務実績報告書において、下記①～④のとおり記載等を

行う。 
①小項目評価は、年度計画に定められた項目ごとに実施状況を明らかにした上で、４段階評価を行う

とともに評価理由を記述する。 
②大項目評価は、小項目評価を踏まえ総合的に判断し、４段階評価を行うとともに評価理由を記述す

る。 
③業務実績報告書における特記事項として、中期計画や年度計画には記載されていないが力を入れ

ている取り組み、あるいは、以前に評価委員会から指摘された事項に対する取り組みなどについて

記述する。 
④業務報告書を提出する際には、例えば学生等に対するアンケート結果など評価委員会による評価

の参考となる資料を添付する。 
 
 



 評価委員会による評価  
①評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書等を基に、業務の実績について調査・分析し評

価を行う。 
②小項目評価は、４段階評価を行い、法人の自己評価に異議がある場合や指摘・助言がある場合など

特記事項がある場合のみ、その内容を記述する。 
③大項目評価は、小項目評価を踏まえ総合的に判断し、４段階評価を行うとともに評価理由を記述す

る。 
④全体評価は、項目別評価を踏まえ、中期計画の達成に向けた実施状況等について総合的に判断し、

記述による評価を行う。また、法人の質的向上に資すると考えられる指摘・助言等を積極的に記述

する。 
 

３．中期目標見込評価、中期目標評価の実施方法 
(1) 評価は、｢項目別評価（大項目評価・小項目評価）｣と｢全体評価｣により行う。ただし、法人の自己評

価は項目別評価のみを行う。 
(2) 項目別評価は、下記の基準により行う。 

Ⅴ 中期目標・中期計画の達成状況が非常に優れている 
Ⅳ 中期目標・中期計画の達成状況が良好である 
Ⅲ 中期目標・中期計画の達成状況が概ね良好である 
Ⅱ 中期目標・中期計画の達成状況がやや不十分である 
Ⅰ 中期目標・中期計画の達成状況が不十分である 

 
 法人による自己評価  

評価委員会に提出する業務実績報告書において、下記①～④のとおり記載等を行う。 
①小項目評価は、中期計画に定められた項目ごとに達成状況を明らかにした上で、５段階評価を行う

とともに評価理由を記述する。 
②大項目評価は、小項目評価を踏まえ総合的に判断し、５段階評価を行うとともに評価理由を記述す

る。 
③業務実績報告書における特記事項として、中期計画には記載していないが力を入れた取り組み、あ

るいは、以前に評価委員会から指摘された事項に対する取り組みなどについて記述する。 
④業務報告書を提出する際には、例えば学生等に対するアンケート結果など評価委員会による評価

の参考となる資料を添付する。 
 

 評価委員会による評価  
①評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書等を基に、業務の実績について調査・分析し評

価を行う。 
②小項目評価は５段階評価を行い、法人の自己評価に異論がある場合や指摘・助言がある場合など特

記事項がある場合のみ、その内容を記述する。 
③大項目評価は、小項目評価を踏まえ総合的に判断し、５段階評価を行うとともに評価理由を記述す

る。 
 



④全体評価は、項目別評価を踏まえ、中期目標・中期計画の達成状況等について総合的に判断し、記

述による評価を行う。また、法人の質的向上に資すると考えられる指摘・助言等を積極的に記述す

る。 
 
４．評価を受ける法人が留意すべき事項 
（1）評価委員会は、法人から提出される業務実績報告書等をもとに評価を行うことから、法人は、でき

るだけ実施状況が明らかになるよう工夫し、説明責任を果たすことに最大限の努力を行うこと。 
（2）法人は、目標達成に向け、組織内の責任の所在を明確にし、自己評価の実施体制を確立すること。 
（3）法人は、自己評価の結果や自己改善の方法等について、大学の利害関係者である学生や市民の視点

に立ち、分かりやすい説明に努めること。                                                                                         


